
 

 

高齢者・障がい者権利擁護研修会 

 

 

 

 

 

 
『権利擁護・虐待対応の課題と具体的解決方法』 

～エール，地域包括支援センター等の事例から考える～ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
特定非営利活動法人  

宮城福祉オンブズネット「エール」 
〒980-0804 宮城県仙台市青葉区大町二丁目 3-12 大町マンション 301 
電話 022-722-7225 FAX 022-722-7199 
E ﾒｰﾙ lastword@alto.ocn.ne.jp ﾎｰﾑﾍﾟｰｼﾞ http://yell.hello-net.info/ 
平日：10:00～15:00（土・日・祝祭日は除く）  担当：佐藤，末永 
 
 





 
平成２８年度 高齢者・障がい者権利擁護研修会 

 
 

平成１８年４月に高齢者虐待防止法が施行されて１０年が経過し，各市町村・地域包括

支援センターがその役割を担ってきたところですが，虐待の初期対応（マニュアル・フロ

ーチャート），虐待の判断，緊急性の判断，やむ措置の活用など市町村ごとの対応にばら

つきが散見されます。 
同じ法律の元，宮城県内すべての高齢者の安全が守られ，安心して生活できるよう，市

町村・地域包括支援センターが十分に法律とその趣旨を理解した上で虐待対応・支援を行

うべきなのか改めて考え，確認します。 
 
 
 
日 時 平成２９年３月２４日（金）１３時３０分～１６時３０分（受付１３時～） 

 

場 所 仙台市シルバーセンター ７階 第一研修室 

 

主 催 宮城福祉オンブズネット「エール」 

 

共 催 宮城県高齢者・障害者虐待対応連絡協議会 

宮城県社会福祉士会 地域包括支援センター委員会 

 

内 容 『権利擁護・虐待対応の課題と具体的解決方法』 

～エール，地域包括支援センター等の事例から考える～ 

 

     講師：宮城福祉オンブズネット「エール」 

大橋洋介，鈴木守幸，小湊純一，内田幸雄，大嶽友和，大泉力也 

 



目 次 

 

 

１ 権利擁護・虐待対応の課題・・・１ 

 

２ 養護者による高齢者虐待への対応手順（厚労省）・・・２２ 

 

３ 高齢者虐待防止法（抜粋）・・・２３ 

 

４ 障がい者虐待防止法（抜粋）・・・２６ 

 

５ 虐待防止法の運用について・・・２８ 

 

６ やむを得ない措置・・・３４ 

 

７ 緊急ショート・・・４０ 

 

８ 虐待対応指針・・・４１ 

 

 

参考資料：高齢者虐待対応マニュアル（H28.4.塩釜市）・・・４５ 

 

参加者名簿 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ＮＰＯ法人宮城福祉オンブズネットエール研修会 平成２９年３月２４日 

権利擁護・虐待対応の課題

弁護士  大橋 洋介 

１ 高齢者・障がい者の権利擁護 

（１）人権とは何か

（２）権利とは何か

（３）権利擁護とは何か～「普通」ということの意識～

⇒消極的側面と積極的側面

⇒成年後見制度との関係

（４）「高齢者・障がい者虐待」と「権利擁護」

ア 虐待の分類

（ア）身体的虐待

（イ）心理的虐待

（ウ）性的虐待

（エ）経済的虐待

（オ）介護や世話の放棄・放任（ネグレクト）

イ 虐待対応≠権利擁護

２ 高齢者虐待防止法 

（１）高齢者虐待防止法の概要（資料１）

（２）通報を受けた市町村の対応

⇒①法第９条第１項：事実確認措置、対応についての協議

⇒速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報報又は

届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、高

齢者虐待対応協力者とその対応について協議を行うものと

する。 

②法第９条第２項：措置・一時保護、審判請求

⇒高齢者の保護のため、生命または身体に重大な危険が生じ
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ているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護

するため迅速に老人福祉法２０条の３に規定するショー

トステイなどの老人短期入所施設等に入所させる等、適切

に、高齢者虐待防止法に基づく施設への入所等の措置を講

じ、または成年後見の審判の請求をする。 

⇒また、入所措置が行われた場合は、虐待を行った養護者

について面会を制限することができる（法第１３条）

（３）高齢者虐待の防止に向けた基本的視点（「市町村・都道府県におけ

る 高齢者虐待への対応と養護者支援について」、平成１８年４月厚

生労働省老健局作成、資料２） 

ア 基本的視点

①発生予防から虐待を受けた高齢者の生活の安定までの継続的な

支援

②高齢者自身の意思の尊重

③虐待を未然に防ぐための積極的なアプローチ

④虐待の早期発見・早期対応

⑤高齢者本人とともに養護者を支援する

⑥関係機関の連携・協力によるチーム対応

イ 留意事項

①虐待に対する「自覚」は問わない

②高齢者の安全確保を優先する

③常に迅速な対応を意識する

④必ず組織的に対応する

⑤関係機関と連携して援助する

⑥適切に権限を行使する

３ 虐待対応の課題とその克服 

（１）顕在化する問題点

⇒様子見

⇒高齢者虐待の終了

⇒高齢者自身の意思の尊重
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 ⇒意思決定支援との関係性（人単位から行為単位へ） 

 ⇒虐待と被虐待についての自覚 

⇒養護者支援 

（２）マニュアルの功罪 

（３）裁判例に見る虐待対応 

⇒東京地裁平成２７年１月１６日判決（資料３） 

  ⇒地方公共団体が高齢者について高齢者虐待防止法に基づき講

じた一時保護措置等について、「緊急性」の判断を誤る違法・

過失ががあったとして国賠法に基づく損害賠償を求めた事

案。 

 

４ さいごに 
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高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（抜粋） 

平成二七年五月二九日改正 

  

   第二章 養護者による高齢者虐待の防止、養護者に対する支援等   

 

（相談、指導及び助言）  

第六条 市町村は、養護者による高齢者虐待の防止及び養護者による高齢者虐待を受けた 

 高齢者の保護のため、高齢者及び養護者に対して、相談、指導及び助言を行うものとす 

 る。  

（養護者による高齢者虐待に係る通報等）  

第七条 養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見した者は、当該高齢者 

 の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、速やかに、これを市町村に通報しな 

 ければならない。  

２ 前項に定める場合のほか、養護者による高齢者虐待を受けたと思われる高齢者を発見 

 した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならない。  

３ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前二項の規定によ 

 る通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。  

第八条 市町村が通報又は届出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市町 

 村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させる 

 ものを漏らしてはならない。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第九条 市町村は、通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を受 

 けたときは、速やかに、当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実の 

 確認のための措置を講ずるとともに、第十六条の規定により当該市町村と連携協力する 

 者（以下「高齢者虐待対応協力者」という。）とその対応について協議を行うものとす 

 る。  

２ 市町村又は市町村長は、通報又は届出があった場合には、当該通報又は届出に係る高 

 齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう、養 

 護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると認 

 められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法に規定する老人短期入所施設 

 等に入所させる等、適切に、措置を講じ、又は、適切に、審判の請求をするものとす 

 る。  

（居室の確保）  

第十条 市町村は、養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の規定に 

 よる措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

（立入調査）  

第十一条 市町村長は、養護者による高齢者虐待により高齢者の生命又は身体に重大な危 

 険が生じているおそれがあると認めるときは、介護保険法の規定により設置する地域包 

 括支援センターの職員その他の高齢者の福祉に関する事務に従事する職員をして、当該 

 高齢者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。  
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２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その 

 身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならな 

 い。  

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認めら 

 れたものと解釈してはならない。  

（面会の制限）  

第十三条 養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法第の措置が採られ 

 た場合においては、市町村長又は当該措置に係る養介護施設の長は、養護者による高齢 

 者虐待の防止及び当該高齢者の保護の観点から、当該養護者による高齢者虐待を行った 

 養護者について当該高齢者との面会を制限することができる。  

（養護者の支援）  

第十四条 市町村は、第六条に規定するもののほか、養護者の負担の軽減のため、養護者 

 に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。  

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を 

 図るため緊急の必要があると認める場合に高齢者が短期間養護を受けるために必要とな 

 る居室を確保するための措置を講ずるものとする。  

 

   第三章 養介護施設従事者等による高齢者虐待の防止等   

 

（養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る通報等）  

第二十一条 養介護施設従事者等は、当該養介護施設従事者等がその業務に従事している 

 養介護施設又は養介護事業において業務に従事する養介護施設従事者等による高齢者虐 

 待を受けたと思われる高齢者を発見した場合は、速やかに、これを市町村に通報しなけ 

 ればならない。  

２ 前項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われる 

 高齢者を発見した者は、当該高齢者の生命又は身体に重大な危険が生じている場合は、 

 速やかに、これを市町村に通報しなければならない。  

３ 前二項に定める場合のほか、養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けたと思われ 

 る高齢者を発見した者は、速やかに、これを市町村に通報するよう努めなければならな 

 い。  

４ 養介護施設従事者等による高齢者虐待を受けた高齢者は、その旨を市町村に届け出る 

 ことができる。  

６ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、通報（虚偽である 

 もの及び過失によるものを除く。次項において同じ。）をすることを妨げるものと解釈 

 してはならない。  

７ 養介護施設従事者等は、通報をしたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いを 

 受けない。  

第二十二条 市町村は、通報又は届出を受けたときは、厚生労働省令で定めるところによ 

 り、当該通報又は届出に係る養介護施設従事者等による高齢者虐待に関する事項を、当 

 該養介護施設従事者等による高齢者虐待に係る養介護施設又は当該養介護施設従事者等 
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 による高齢者虐待に係る養介護事業の事業所の所在地の都道府県に報告しなければなら 

 ない。  

２ 前項の規定は、地方自治法の指定都市及び中核市については、厚生労働省令で定める 

 場合を除き、適用しない。  

第二十三条 市町村が通報又は出を受けた場合においては、当該通報又は届出を受けた市 

 町村の職員は、その職務上知り得た事項であって当該通報又は届出をした者を特定させ 

 るものを漏らしてはならない。都道府県が報告を受けた場合における当該報告を受けた 

 都道府県の職員についても、同様とする。  

（通報等を受けた場合の措置）  

第二十四条 市町村が通報若しくは届出を受け、又は都道府県が報告を受けたときは、市 

 町村長又は都道府県知事は、養介護施設の業務又は養介護事業の適正な運営を確保する 

 ことにより、当該通報又は届出に係る高齢者に対する養介護施設従事者等による高齢者 

 虐待の防止及び当該高齢者の保護を図るため、老人福祉法又は介護保険法の規定による 

 権限を適切に行使するものとする。  

（公表）  

第二十五条 都道府県知事は、毎年度、養介護施設従事者等による高齢者虐待の状況、養 

 介護施設従事者等による高齢者虐待があった場合にとった措置その他厚生労働省令で定 

 める事項を公表するものとする。  

 

   第五章 罰則   

 

第三十条 正当な理由がなく、第十一条第一項の規定による立入調査を拒み、妨げ、若し 

 くは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁を 

 し、若しくは高齢者に答弁をさせず、若しくは虚偽の答弁をさせた者は、三十万円以下 

 の罰金に処する。  
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障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（抜粋） 

平成二四年十月一日 

（養護者による障害者虐待に係る通報等） 

第七条 養護者による障害者虐待（十八歳未満の障害者について行われるものを除く。以

下この章において同じ。）を受けたと思われる障害者を発見した者は、速やかに、これを

市町村に通報しなければならない。 

２ 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に関する法律の規定は、前項の規定による

通報をすることを妨げるものと解釈してはならない。 

第八条 市町村が前条第一項の規定による通報又は次条第一項に規定する届出を受けた場

合においては、当該通報又は届出を受けた市町村の職員は、その職務上知り得た事項であ

って当該通報又は届出をした者を特定させるものを漏らしてはならない。 

（通報等を受けた場合の措置） 

第九条 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は障害者からの養護者による障害者

虐待を受けた旨の届出を受けたときは、速やかに、当該障害者の安全の確認その他当該通

報又は届出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに、第三十五条の規定により当

該市町村と連携協力する者（以下「市町村障害者虐待対応協力者」という。）とその対応

について協議を行うものとする。 

２ 市町村は、第七条第一項の規定による通報又は前項に規定する届出があった場合に

は、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止及び当該障害

者の保護が図られるよう、養護者による障害者虐待により生命又は身体に重大な危険が生

じているおそれがあると認められる障害者を一時的に保護するため迅速に当該市町村の設

置する障害者支援施設又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律

第五条第六項の厚生労働省令で定める施設（以下「障害者支援施設等」という。）に入所

させる等、適切に、身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉

法第十五条の四若しくは第十六条第一項第二号の規定による措置を講ずるものとする。こ

の場合において、当該障害者が身体障害者福祉法第四条に規定する身体障害者（以下「身

体障害者」という。）及び知的障害者福祉法にいう知的障害者（以下「知的障害者」とい

う。）以外の障害者であるときは、当該障害者を身体障害者又は知的障害者とみなして、

身体障害者福祉法第十八条第一項若しくは第二項又は知的障害者福祉法第十五条の四若し

くは第十六条第一項第二号の規定を適用する。 

３ 市町村長は、第七条第一項の規定による通報又は第一項に規定する届出があった場合

には、当該通報又は届出に係る障害者に対する養護者による障害者虐待の防止並びに当該

障害者の保護及び自立の支援が図られるよう、適切に、精神保健及び精神障害者福祉に関

する法律第五十一条の十一の二又は知的障害者福祉法第二十八条の規定により審判の請求

をするものとする。 

（居室の確保） 

第十条 市町村は、養護者による障害者虐待を受けた障害者について前条第二項の措置を

採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（立入調査） 
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第十一条 市町村長は、養護者による障害者虐待により障害者の生命又は身体に重大な危

険が生じているおそれがあると認めるときは、障害者の福祉に関する事務に従事する職員

をして、当該障害者の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができ

る。 

２ 前項の規定による立入り及び調査又は質問を行う場合においては、当該職員は、その

身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならな

い。 

３ 第一項の規定による立入り及び調査又は質問を行う権限は、犯罪捜査のために認めら

れたものと解釈してはならない。 

（養護者の支援） 

第十四条 市町村は、第三十二条第二項第二号に規定するもののほか、養護者の負担の軽

減のため、養護者に対する相談、指導及び助言その他必要な措置を講ずるものとする。 

２ 市町村は、前項の措置として、養護者の心身の状態に照らしその養護の負担の軽減を

図るため緊急の必要があると認める場合に障害者が短期間養護を受けるために必要となる

居室を確保するための措置を講ずるものとする。 

（面会の制限） 

第十三条 養護者による障害者虐待を受けた障害者について第九条第二項の措置が採られ

た場合においては、市町村長又は当該措置に係る障害者支援施設等若しくはのぞみの園の

長若しくは当該措置に係る身体障害者福祉法第十八条第二項に規定する指定医療機関の管

理者は、養護者による障害者虐待の防止及び当該障害者の保護の観点から、当該養護者に

よる障害者虐待を行った養護者について当該障害者との面会を制限することができる。 

（障害者虐待を受けた障害者の自立の支援） 

第四十一条 国及び地方公共団体は、障害者虐待を受けた障害者が地域において自立した

生活を円滑に営むことができるよう、居住の場所の確保、就業の支援その他の必要な施策

を講ずるものとする。 
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高齢者虐待防止法に沿った対応について 

 

 

１ 高齢者虐待防止法では，「速やかに，当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届 

出に係る事実の確認のための措置を講ずるとともに，第十六条の規定により当該市町村 

と連携協力する者とその対応について協議を行うものとする。」とあり，①高齢者の安

全の確認，②通報の事実確認，③虐待の判断，④緊急性の判断という重要で迅速性を求

められる判断をしなければなりません。 

 

法律にある「速やかに」の期間の目安は概ね何日以内に対応判断することにしている

のでしょうか。 
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２ 虐待の判断および緊急性の判断には，老人福祉法の規定による措置を採る場合もある  

ため，老人福祉法の担当者も参加する必要があるが，コアメンバー会議の構成メンバー

および，実施方法はどのようにしているのでしょうか。 

 

高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に対する支援等に関する法律 

（通報等を受けた場合の措置）  

第九条 市町村は，通報又は高齢者からの養護者による高齢者虐待を受けた旨の届出を

受けたときは，速やかに，当該高齢者の安全の確認その他当該通報又は届出に係る事実

の確認のための措置を講ずるとともに，第十六条の規定により当該市町村と連携協力す

る者とその対応について協議を行うものとする。  

２ 市町村又は市町村長は，通報又は届出があった場合には，当該通報又は届出に係る

高齢者に対する養護者による高齢者虐待の防止及び当該高齢者の保護が図られるよう，

養護者による高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が生じているおそれがあると

認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法に規定する老人短期入所施

設等に入所させる等，適切に，措置を講じ，又は，適切に，審判の請求をするものとす 

る。  

（居室の確保）  

第十条 市町村は，養護者による高齢者虐待を受けた高齢者について老人福祉法の規定

による措置を採るために必要な居室を確保するための措置を講ずるものとする。 
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３ 高齢者虐待防止法第９条第２項は，「高齢者虐待により生命又は身体に重大な危険が  

生じているおそれがあると認められる高齢者を一時的に保護するため迅速に老人福祉法

第２０条の３に規定する老人短期入所施設等に入所させる等，適切に，同法第１０条の

４第１項若しくは第１１条第１項の規定による措置を講じ，又は，適切に，同法第３２

条の規定により審判の請求をするものとする。」と定めているところ，「生命または身

体に重大な危険が生じているおそれがある」か否かの判断のことを，一般的に，緊急性

の判断と呼んでいます。 

緊急性の判断の基準及び緊急性が高いと判断できる状況の具体例をどのようにしてい

るのでしょうか。 

 

（参考） 

緊急性が高いと判断できる状況（東京都の例） 

１ 生命が危ぶまれるような状況が確認される，もしくは予測される 

・骨折，頭蓋内出血，重症のやけどなどの深刻な身体的外傷 

・極端な栄養不良，脱水症状 

・「うめき声が聞こえる」などの深刻な状況が予測される情報 

・器物（刃物，食器など）を使った暴力の実施もしくは脅しがあり，エスカレート

すると生命の危険性が予測される 

２ 本人や家族の人格や精神状態に歪みを生じさせている，もしくはそのおそれがあ 

 る 

・虐待を理由として，本人の人格や精神状態に著しい歪みが生じている 

・家族の間で虐待の連鎖が起こり始めている 

３ 虐待が恒常化しており，改善の見込みが立たない 

・虐待が恒常的に行われているが，虐待者の自覚や改善意欲が見られない 

・虐待者の人格や生活態度の偏りや社会不適応行動が強く，介入そのものが困難で 

あったり，改善が望めそうにない 

４ 高齢者本人が保護を求めている 

・高齢者本人が明確に保護を求めている 
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４ 「老人ホームへの入所措置等の指針について（平成１８年３月３１日付け厚生労働省 

老健局長通知）」にある，やむを得ない措置における「やむを得ない事由」として， 

 

（１）６５歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービス

に係る保険給付を受けることができる者が，やむを得ない事由により介護保険の居宅

サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合 

（※）「やむを得ない事由」とは，事業者と「契約」をして介護サービスを利用するこ 

とや，その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」を期待しがたいことを 

指す。 

（２）６５歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け，当該養護者による高齢者虐待か

ら保護される必要があると認められる場合，又は６５歳以上の者の養護者がその心身

の状況に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められる場合が想定さ

れるものである。  

 

とあります。「やむを得ない措置」をどのように実施しているのでしょうか。 

 

全国介護保険担当課長会議資料 平成１５年９月８日（月） 

ウ 「やむを得ない事由による措置」について 

○ 老人福祉法上，市町村は職権による措置（やむを得ない事由による措置）を行うこ 

とができることとされているが，介護保険の施行後，こうした措置制度への認識が希

薄な市町村が出てきているのではないかとの指摘がある。一方，要介護高齢者の中に

は家族から虐待を受けている事例があるとの報道があり，このような場合には，「や

むを得ない事由による措置」の実施が求められるところである。 

したがって，各都道府県におかれては，管内の市町村に対し，必要な場合には適切

に措置を行うよう指導の徹底を図られたい。 

なお，一部の市町村において，家族が反対している場合には措置を行うことは困難

であるとの誤った見解が示されているが，「やむを得ない事由による措置」は，高齢

者本人の福祉を図るために行われるべきものであり，高齢者本人が同意していれば，

家族が反対している場合であっても，措置を行うことは可能である。 

また，高齢者の年金を家族が本人に渡さないなどにより，高齢者本人が費用負担で

きない場合でも，「やむを得ない事由による措置」を行うべきときは，まず措置を行

うことが必要である。 

更に，高齢者本人が指定医の受診を拒んでいるため要介護認定ができない場合で

も，「やむを得ない事由による措置」を行うことは可能であるので，これらの諸点に

ついて，管内の市町村に周知徹底願いたい。 

○ 高齢者虐待は，特に痴呆性高齢者の権利擁護と密接な関係を有する問題であり，必

要に応じて成年後見制度の活用に結びつけていくための支援が求められる。各都道府

県におかれては，管内の市町村に対して，成年後見等開始審判の市町村長申立制度
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や，成年後見制度利用支援事業（介護予防・地域支え合い事業のメニュー事業）の積

極的な活用が図られるよう指導願いたい。 
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５ 介護保険の居宅サービス（短期入所生活介護，短期入所療養介護）運営基準におい 

て，災害，虐待その他のやむを得ない事情等による定員遵守の例外（定員超過による緊

急ショートステイ）が認められているが，どのように運用し被害者を保護しているので

しょうか。 

 

指定居宅サービス等の事業の人員，設備及び運営に関する基準 

（短期入所生活介護） 

第百三十八条 指定短期入所生活介護事業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者に対 

して同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし，災害，虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により，指定居宅介護支援事業所（指定居宅

介護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）の介護支

援専門員が，緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し，居

宅サービス計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合

であって，当該利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては，前項の規

定にかかわらず，前項各号に掲げる利用者数を超えて，静養室において指定短期入所

生活介護を行うことができるものとする。 

（短期入所療養介護） 

第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は，次に掲げる利用者数以上の利用者に対

して同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし，災害，虐待その他の

やむを得ない事情がある場合は，この限りでない。 
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老人ホームへの入所措置等の指針について 

（平成１８年３月３１日付け老発第 0331028号厚生労働省老健局長通知） 

 

介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第７７号）により、養護老人ホームに係

る老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法」という。）の一部改正が行われることに

伴い、同法第１１条の規定による入所措置等に係る指針を下記のとおり定めたので、ご了知の上、

管内市町村、関係施設等に周知されたい。 

なお、本通知は平成１８年４月１日から施行することとし、これに伴い、「老人ホームへの入

所措置等の指針について」（昭和６２年１月３１日社老第８号）は、平成１８年３月３１日をも

って廃止する。 

 

記 

 

老人ホームへの入所措置等の指針 

 

第１ 入所措置の目的 

法第１１条の規定による養護老人ホームへの入所等の措置は、６５歳以上の者であって、在

宅において日常生活を営むのに支障があるものに対して、心身の状況、その置かれている環境

の状況等を総合的に勘案して、適切に行われるよう努めなければならない。 

なお、同条第１項第２号の規定による特別養護老人ホームへの入所措置については、やむを

得ない事由により介護保険法（平成９年法律第１２３号）に規定する介護老人福祉施設に入所

することが著しく困難であると認められるときに限られるものであるが、「やむを得ない事由」

としては、 

（１）６５歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する介護福祉施設サ

ービスに係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由（※）により介護保険

の介護福祉施設サービスを利用することが著しく困難であると認められる場合 

（※）「やむを得ない事由」とは、事業者と「契約」をして介護サービスを利用することや、

その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」を期待しがたいことを指す。 

（２）６５歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から

保護される必要があると認められる場合、又は６５歳以上の者の養護者がその心身の状態に

照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められる場合 

が想定されるものである。 

 

第２ 福祉事務所長への委任 

法第１１条の規定による措置については、市及び福祉事務所を設置する町村にあっては福祉

事務所長に委任することができる。 

 

第３ 入所判定委員会の設置 

１ 市町村長（委任を受けた福祉事務所長を含む。以下同じ。）は、老人ホームへの入所措置

を判定するため、市町村（福祉事務所長が委任を受けている場合にあっては、当該福祉事務

所）内に老人福祉指導主事、市町村老人福祉担当者、保健所長、医師（精神科医を含む。）、

地域包括支援センター長及び老人福祉施設長のそれぞれの代表者で構成する「入所判定委員
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会」を設置し、入所措置の開始、変更等に当たっては、入所判定委員会の意見を聞くものと

する。 

なお、市町村長は、市町村又は直営の地域包括支援センターが中心となり、定期的に開催

される会議（以下「市町村包括ケア会議」という。）に入所判定委員会の機能を付与するこ

とができるものとする。この場合においても、同会議には、当該市町村の老人福祉担当者、

医師（精神科の判断が必要な場合には精神科医）及び老人福祉施設関係者の参加を要するも

のとする。 

ただし、特別養護老人ホームに係る判定については、介護保険法第１４条に基づく介護認

定審査会における同法第２７条に基づく要介護認定の結果を基本とするものとし、入所判定

委員会を開催しないこととして差し支えない。 

２ 入所判定委員会（入所判定委員会の機能を付与された市町村包括ケア会議を含む。）の開

催に当たっては、養護老人ホームの求めに応じて行うことができるものとする。 

３ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律（平成１７年１１月９日

法律第１２４号）第９条の規定により、養護者による高齢者虐待を受け、生命又は身体に重

大な危険が生じているおそれがあると認められる高齢者を老人ホームに一時的に保護する

場合は、入所判定委員会の開催を待つことなく入所措置を行うことができるものとする。 

 

第４ 入所措置の要否判定 

１ 養護老人ホームに係る入所措置の要否の検討に当たっては、入所判定委員会（入所判定委

員会の機能を付与された市町村包括ケア会議を含む。）において、本通知中「第５ 老人ホー

ムへの入所措置の基準」に基づき、その者の健康状態、その置かれている環境の状況等につ

いて総合的に判定を行い、その結果を市町村長に報告するものとする。 

 

第５ 老人ホームの入所措置の基準 

１ 養護老人ホーム 

法第１１条第１項第１号の規定により、老人を養護老人ホームに入所させ、又は、入所を

委託する措置は、当該老人が次の（１）及び（２）のいずれにも該当する場合に行うものと

する。 

（１）環境上の事情については、次のア及びイに該当すること。 

事 項 基 準 

ア 健康状態 入院加療を要する病態でないこと。 

なお、施設は、入所予定者の感染症に関する事項も含め

た健康状態を確認することが必要であるが、その結果感染

症にり患し、又はその既往症があっても、一定の場合を除

き、措置を行わない正当な理由には該当しないものである。 

イ 環境の状況 家族や住居の状況など、現在置かれている環境の下では

在宅において生活することが困難であると認められるこ

と。 

（注）法では、養護老人ホームへの入所要件を「環境上の理由及び経済的理由」

と規定しているが、これは、措置に当たり改正前に規定されていた「身体上若し

くは精神上」の理由は問わないこととする趣旨であり、「身体上若しくは精神上」
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の理由を有する者を措置の対象外とするものではない。 

（２）経済的事情については、老人福祉法施行令第２条に規定する事項に該当すること。 

２ 特別養護老人ホーム 

法第１１条第１項第２号の規定により、老人を特別養護老人ホームに入所させ、又は、入

所を委託する措置は、当該老人が、要介護認定において要介護状態に該当し、かつ、健康状

態が１（１）アの基準を満たす場合に行うものとする。 

なお、胃ろう、経管栄養の状態にあることのみをもって、入所措置を行わない理由とはな

らないものであること。 

 

第６ 養護委託の措置の基準 

次のいずれかの場合に該当するときは、委託の措置を行わないものとする。 

１ 当該老人の身体又は精神の状況、性格、信仰等が受託者の生活を乱すおそれがある場合 

２ 養護受託者が老人の扶養義務者である場合 

 

第７ 措置の開始、変更及び廃止 

１ 措置の開始 

老人ホームへの入所又は養護委託の措置の基準に適合する老人については、措置を開始す

るものとする。 

なお、措置を開始した後、随時、当該老人及びその家族を訪問し、必要な調査及び指導を

行うものとする。 

２ 措置の変更 

養護老人ホーム又は特別養護老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置のうち、

いずれかの措置をとられている老人が他の措置をとることが適当であると認められるに至

った場合は、その時点において、措置を変更するものとする。 

３ 老人ホームへの入所又は養護受託者への委託の措置は、当該措置を受けている老人が次の

いずれかに該当する場合、その時点において、措置を廃止するものとする。 

（１）措置の基準に適合しなくなった場合 

（２）入院その他の事由により老人ホーム又は養護受託者の家庭以外の場所で生活する期間が

３箇月以上にわたることが明らかに予想される場合、又はおおむね３箇月を超えるに至っ

た場合 

（３）養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、介護保険法に基づく施設サービス

の利用が可能になった場合 

（４）特別養護老人ホームへの入所の措置を受けている老人が、やむを得ない事由の解消によ

り、介護保険法に基づく施設サービスの利用が可能になった場合 

４ 措置後の入所継続の要否 

老人ホームの入所者については、年１回入所継続の要否について見直すものとする。 

 

第８ ６５歳未満の者に対する措置 

１ 法第１１条第１項第１号又は第３号に規定する措置 

法第１１条第１項第１号又は第３号に規定する措置において、６５歳未満の者であって特

に必要があると認められるものは、法第１１条第１項第１号又は第３号のいずれかの措置の

基準に適合する者であって、６０歳以上の者について行うものとする。 
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ただし、６０歳未満の者であって次のいずれかに該当するときは、老人ホーム入所措置の

行うものとする。 

（１）老衰が著しく、かつ、生活保護法に定める救護施設への入所要件を満たしているが、救

護施設に余力がないため、これに入所することができないとき。 

（２）初老期における認知症（介護保険法施行令（平成１０年１２月２４日政令第４１２号）

第２条第６号に規定する初老期における認知症をいう。）に該当するとき。 

（３）その配偶者が老人ホームの入所措置の措置を受ける場合であって、かつ、その者自身が

老人ホームへの入所基準のうち、年齢以外の基準に適合するとき。 

２ 法第１１条第１項第２号に規定する措置 

法第１１条第１項第２号に規定する措置において、６５歳未満の者であって特に必要があ

ると認められるものは、法第１１条第１項第２号の措置の基準に適合する者であって、介護

保険法第７条第３項第２号に該当するものについて行うものとする。 

 

第９ 居宅における介護等に係る措置 

法第１０条の４第１項各号に規定する措置については、特別養護老人ホームへの入所措置

と同様、６５歳以上の者であって、身体上又は精神上の障害があるために日常生活を営むの

に支障がある者等が、やむを得ない事由により介護保険法に規定する訪問介護、通所介護、

短期入所生活介護又は認知症対応型共同生活介護（以下「訪問介護等」という。）を利用す

ることが著しく困難と認めるときに、必要に応じて市町村が措置を採ることができることと

されているものであり、やむを得ない事由の解消により、介護保険法に基づく訪問介護等の

利用が可能になった場合には措置は廃止するものとする。 

なお、「やむを得ない事由」としては、 

（１） ６５歳以上の者であって介護保険法の規定により当該措置に相当する居宅サービスに

係る保険給付を受けることができる者が、やむを得ない事由により介護保険の居宅サービ

スを利用することが著しく困難であると認められる場合 

（※）「やむを得ない事由」とは、事業者と「契約」をして介護サービスを利用することや、

その前提となる市町村に対する要介護認定の「申請」を期待しがたいことを指す。 

（２） ６５歳以上の者が養護者による高齢者虐待を受け、当該養護者による高齢者虐待から

保護される必要があると認められる場合、又は６５歳以上の者の養護者がその心身の状況

に照らし養護の負担の軽減を図るための支援を必要と認められる場合が想定されるもの

である。 

 

第１０ 留意事項 

今回の改正に伴い、（別紙）老人ホーム入所判定審査票は廃止するが、入所措置の要否判定

においては、これまでの老人ホーム入所判定審査票の内容を参考としつつ、それぞれの地域の

実情に応じて、これに代わる審査票を作成する等、総合的な判定に支障が生じないように努め

られたい。 

（注） （別紙）老人ホーム入所判定審査票は掲載省略 
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 ウ 「やむを得ない事由による措置」について 

 

  ○ 老人福祉法上、市町村は職権による措置（やむを得ない事由による措置）を行う

   ことができることとされているが、介護保険の施行後、こうした措置制度への認識

   が希薄な市町村が出てきているのではないかとの指摘がある。 

一方、要介護高齢者の中には家族から虐待を受けている事例があるとの報道があ 

り、このような場合には、「やむを得ない事由による措置」の実施が求められると 

ころである。 

    したがって、各都道府県におかれては、管内の市町村に対し、必要な場合には適 

 切に措置を行うよう指導の徹底を図られたい。 

    なお、一部の市町村において、家族が反対している場合には措置を行うことは困 

難であるとの誤った見解が示されているが、「やむを得ない事由による措置」は、 

高齢者本人の福祉を図るために行われるべきものであり、高齢者本人が同意してい 

れば、家族が反対している場合であっても、措置を行うことは可能である。 

    また、高齢者の年金を家族が本人に渡さないなどにより、高齢者本人が費用負担 

できない場合でも、「やむを得ない事由による措置」を行うべきときは、まず措置 

を行うことが必要である。 

    更に、高齢者本人が指定医の受診を拒んでいるため要介護認定ができない場合で 

も、「やむを得ない事由による措置」を行うことは可能であるので、これらの諸点 

について、管内の市町村に周知徹底願いたい。 

 

    ○ 高齢者虐待は、特に痴呆性高齢者の権利擁護と密接な関係を有する問題であり、 

必要に応じて成年後見制度の活用に結びつけていくための支援が求められる。 

    各都道府県におかれては、管内の市町村に対して、成年後見等開始審判の市町 

村長申立制度や、成年後見制度利用支援事業（介護予防・地域支え合い事業のメニ 

ュー事業）の積極的な活用が図られるよう指導願いたい。 
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準（抜粋） 

 

１ 短期入所生活介護 

 

（定員の遵守） 

第百三十八条 指定短期入所生活介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対し

て同時に指定短期入所生活介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを

得ない事情がある場合は、この限りでない。 

２ 利用者の状況や利用者の家族等の事情により、指定居宅介護支援事業所（指定居宅介

護支援等基準第二条第一項に規定する指定居宅介護支援事業所をいう。）の介護支援専門

員が、緊急に指定短期入所生活介護を受けることが必要と認めた者に対し、居宅サービス

計画において位置付けられていない指定短期入所生活介護を提供する場合であって、当該

利用者及び他の利用者の処遇に支障がない場合にあっては、前項の規定にかかわらず、前

項各号に掲げる利用者数を超えて、静養室において指定短期入所生活介護を行うことがで

きるものとする。 

 

２ 短期入所療養介護 

 

（定員の遵守） 

第百五十四条 指定短期入所療養介護事業者は、次に掲げる利用者数以上の利用者に対し

て同時に指定短期入所療養介護を行ってはならない。ただし、災害、虐待その他のやむを

得ない事情がある場合は、この限りでない。 

40



高齢者ケアの指針 
 

 

１４－１ 虐待 
 

 

～権利侵害の背景～ 

 

 １ 障がい等により自分の権利を自分で守れない。 

 ２ 世話をする側とされる側の上下関係がある。 

 ３ 生活支援の場が密室になる。 

 ４ 認知症・高齢障害者の理解が不足している場合がある。 

 ５ 権利擁護・人権感覚の理解が不足している場合がある。 

 ６ 自分で情報を集めて選び判断することが難しい。 

 ７ 人には「相性」がある。 

 ８ 後見のシステムがまだ一般化していない。 

 

（１）ケアマネジャーの役割（ケアスタッフを含む） 

 

 虐待や放置を受けている高齢者，または虐待の危険性を把握し，即時の対応が必要かどう

かの状況を判断する。虐待を発見した場合には市町村・地域包括支援センターに報告する。 

 

（２）高齢者虐待を把握するポイント 

 

  ① 家族や現在介護をしてもらっている者に対して恐れをいだいている 

  ② 説明がつかない怪我，骨折，火傷がある 

  ③ 放置，暴力等の虐待を受けている（セルフネグレクトも含む） 

  ④ 身体抑制を受けている 

  ⑤ 財産が搾取されている 

 

 

 ～高齢者虐待とは～ 

 

 近年，高齢者の虐待について関心が高まっていますが，問題は十分に理解されている

とは言えません。多様な状態を包括する定義は「高齢者虐待の防止，高齢者の養護者に

対する支援等に関する法律」により明文化されましたが，すべてを包括するものではあ

りません。高齢者の虐待には遂行（虐待）または放置（無視）があり，故意に苦痛を与

えようとした場合と介護者あるいは虐待者の不十分な知識，燃え尽き，怠惰から無意識

に苦痛を与えてしまう場合とがあります。 

 

  高齢者に対する不当な扱いは以下に分類されます。 

 

  ① 身体的虐待 

    身体的苦痛や障害（性的な虐待を含む）を与える。 

  ② 心理的（精神的）虐待 
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    ひどい精神的苦痛（恥をかかせる，おびえさせることを含む）を与える。 

  ③ 放置（ネグレクト）（セルフネグレクト） 

    介護の義務の拒否や失敗（放置するのみならず，必要な食べ物や医療等のサー 

   ビス，眼鏡などを与えないことを含む）。 

  ④ 経済的虐待 

    所持金や財産の不法，または不適切な搾取または使用。 

 

   

  

（３）高齢者虐待 

 

  虐待が起こりやすい状況は以下のとおりです。 

 

  ① 高齢者の身体，認知障害 

  ② 高齢者の虐待者への依存 

  ③ 虐待の高齢者への依存（特に経済的援助を受けるなど） 

  ④ 虐待者の精神的状況（薬物乱用や精神疾患の既往など） 

  ⑤ 家族の社会的孤立 

 

  「新たな適応力を必要とする新たな生活様式の変化（ストレスとなる生活上の出来事）」 

 と「暴力の既往」の２つの要因は子供や夫婦間の虐待に関連することわかっていますが， 

 高齢者の虐待との関連は今のところ明らかではありません。しかし，このことはケアプ 

 ランを作成するときに考慮する必要があります。 

 

（５）高齢者虐待対応の指針 

 

 虐待の判断  

 

  ① 虐待や放置，搾取を判断するためには，その頻度，継続時間，激しさ，重大性， 

   結果を把握し検討します。 

  ② 虐待を見分けるには，利用者自身の認識，つまり本人がその行動を虐待としてと 

   らえているか，それを改めるための対応を受け入れる用意があるか，によって左右 

   されることが多い。 

  ③ 虐待と放置を確認するには以下を確認する必要があります。 

   ア 現時点での問題は何か。 

   イ 虐待，放置，搾取の危険性があるか。 

   ウ 問題の性質として激しいか，頻回に起こるか。 

   エ 危険性の緊急度はどうか。 

   オ 介護者が虐待者となりうるか。 

   カ 家族のケアは一貫性があって質が高いか。 

   キ 過去に介護者が暴力をふるったり，虐待や放置，搾取しているか。介護者は本 

    人以外の他者に暴力をふるったことがあるか。 

   ク 在宅サービス（フォーマルサービス）は信頼できるか。 

   ケ 在宅サービスの機関のスタッフは，根底にある問題に対応する姿勢をとってい 

    るか。 

   コ 家族は問題を改めようとする用意があるか。 

   サ 虐待を行なっている者，または利用者に薬物依存はあるか。 

   シ 状況は緊急を要するか。 
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  ④ アセスメントの目標は，以下を把握することです。 

   ア 虐待，放置，搾取が起きているか。 

   イ 本人が自己の利益にそって意思を決定し，同時に自分で決定したことのもたら 

    す影響について理解する能力があるか。 

   ウ 本人の危険性はどのようなレベルか。 

   エ 福祉，医療，裁判所による法的仲裁，保護等の緊急介入の必要性はあるか。 

  ⑤ アセスメントの最初の段階は，虐待が本当にあるのかを確かめることです。介護 

   者が善意を持っているにもかかわらず，迫害されている錯覚苦しんでいる高齢者も 

   います。このような高齢者は専門家による精神科的治療を受ける必要があります。 

 

 分析の方法  

 

  ① 利用者との面接 

  ② 利用者に脅迫的と受け止められない方法で面接し，虐待の訴えやアセスメント項 

   目によって虐待を確認します。 

  ③ 当初はできないかもしれないが，虐待しているかもしれない者は同席せず，本人 

   と２人だけで話を聞くことが重要です。 

  ④ 本人が不当な扱いを受けていると明確に言う（助けを求める。）ことが，介入する 

   かどうかの決め手となります。 

  ⑤ 本人が訴えを取り消す場合には，訴えの妥当性を判断します。 

  ⑥ 利用者の意思決定能力を見極めます。 

   ア 記憶障害や機能の問題があっても，自分の安全性に関して適切に意思決定する 

    ことが可能である。ある一定期間ありのままの状態を観察し，高齢者の意思決定 

    能力を評価すること。 

   イ そのうえで，現在の環境に利用者がいることの危険性について判断します。危 

    険であれば，裁判所が後見人をたてたり，精神科の措置入院を検討しなければな 

    らない場合もあります。 

  ⑦ 利用者の訴えや，示唆された虐待を調査します。 

   ア 利用者からの訴えや虐待の可能性が観察されたら，できるだけ早く，医師，被 

    害者の親戚，在宅サービス提供者に紹介し，面接して情報を得ます。 

   イ 虐待をしていることが疑われる者との面接も，ケアの方向性を探るために有効 

    である場合もあります。介護者に面接は通常高齢者と別々に行なうことになって 

    いると伝え，評価者と２人で面接し，介護者の善意や健康状態，能力について評 

    価します。 

   ウ 利用者は，評価者が虐待者と２人きりで面接することを嫌がることがあります。 

    本人の訴えが間違っていると言われる，仕返しされる，施設に入所させられる， 

    家族の支えをなくす，家族問題が露呈する，といったことを恐れるためです。 

   エ 経済的な虐待は露骨な場合把握は難しいですが，介護者が利用者に金銭を強要 

    している場合は，同時に身体的心理的虐待も引き起こす可能性があります。 

 

 ケアの方向  

 

  ① 要因を取り除く 

   ア 虐待や放置，搾取への適切な対応は，個々のケースにより大きく異なります。 

   イ ソーシャルワーカーは，家族とともにおこる可能性のある虐待や放置に結びつ 

    く要因を取り除いて，状況を静めさせることができる場合があります。 

  ② 介護者から利用者を引き離す 

   ア 訪問介護や短期入所，通所サービス，虐待をしている可能性のある，あるいは 
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    怠惰な介護者から本人を引き離す時間的余裕をつくるために導入する。 

 

 ケアを決定するための意思確認  

 

  ① すべての利用者に対し，以下を確認します。 

   ア 緊急の身体的危険にさらされているが，そうであれば，評価者は直ちに高齢者 

    を現在の環境から移す（離す）手段をとります。 

   イ 利用者は介入を受け入れるか。 

   ウ 在宅サービスの導入や増加は，虐待の状況を改善できるか。 

   エ 介護者が現在の介護負担に耐えられるよう，介護者に対するカウンセリングや 

    支援または医学的治療が必要か。 

   オ 利用者の訴えに根拠がないようならば，精神科的診断や治療が必要か。 

 

 
 

 

 再アセスメント  

 

  ① 定期的な再アセスメントは，虐待の証拠が決定的でない場合も含めてすべての利 

   用者に必要です。 

 

 緊急体制を整える  

 

  ① 利用者は援助を断ることもあります。断られた場合は，緊急の援助（電話番号， 

    適切な通報・相談先）について情報を書面で知らせ，適切な相談受付と対応の体 

   制をとる必要があります。 

～緊急性の判断～ 
 
 緊急性があると判断した場合は， 直ちに保護を行う必要があります。 
 生命の危険性，医療の必要性，加害者との分離の必要性，虐待の程度と高齢者の健康
状態，介護者の心身の状態等から総合的に判断します。 
 
 ① 本人が保護救済を強く求めている。 
 ② 生命に危険な状態。（重度の火傷や外傷・褥そう，栄養失調，衰弱，脱水症状， 
  肺炎等）→ 医師に判断を依頼することが有効 
 ③ 生命に危険な行為が行われている。（頭部打撃，顔面打撃，首締め・揺さぶり， 
  戸外放置，溺れさせる等）  
 ④ 確認できないが，上記に該当する可能性が高い。 
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